
環
境
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○

環
境
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
（
抄
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
八
条

事
業
団
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
三

（
略
）

四

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
（
次
号
に
お
い
て
「
一

般
廃
棄
物
処
理
施
設
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
（
同
号
に
お
い
て
「
一
般
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
の
最
終
処
分
場
若
し

く
は
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
同
号
に
お
い
て
「
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
産
業
廃
棄
物
（
同
号
に
お
い
て
「
産
業
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
の
最
終
処
分
場
に
係
る
埋
立
処
分
が
終
了
し
た
後
の
そ
の
跡
地
若
し
く
は
公
害
の
原
因
と
な
る

物
質
に
よ
り
土
壌
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
又
は
当
該
跡
地
若
し
く
は
区
域
と
合
わ
せ
て
そ
れ
ら
の
周
辺
に
お
い
て
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
特
に
資
す
る
と
と
も
に
、
当
該
跡
地
又
は
区
域
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
生

活
環
境
の
保
全
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
緑
地
で
、
都
市
公
園
と
な
る
べ
き
も
の
を
設
置
し
、
及
び
譲
渡
す
る
こ
と
。

五

産
業
廃
棄
物
の
広
域
的
な
処
理
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
、
産
業
廃
棄
物
の
広
域
的
か
つ
適
正
な
処
理
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
周
辺

地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
う
ち
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
（
当
該
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
が
同
時
に
一
般

廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
で
あ
る
場
合
を
含
み
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
港
湾
区
域
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
最
終
処
分
場
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
産
業
廃
棄
物
の
脱
水
、
乾
燥
、
焼
却
若
し
く
は
破
砕
を
行
う
た
め
の
施
設
（
当
該
施
設
が
同

時
に
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
設
置
し
、
又
は
そ
の
設
置
と
併
せ
て
当
該
最
終
処
分
場
の
周
辺
に
、
若
し
く
は
設

置
し
た
最
終
処
分
場
に
係
る
埋
立
処
分
が
終
了
し
た
後
そ
の
跡
地
に
、
都
市
公
園
と
な
る
べ
き
緑
地
（
前
号
に
規
定
す
る
緑
地
に
該
当
す
る
緑
地
を
除
く
。
）
を
設

置
し
、
及
び
こ
れ
ら
を
譲
渡
す
る
こ
と
。

六

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
（
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
「
廃

棄
物
」
と
い
う
。
）
の
処
理
に
関
す
る
技
術
を
企
業
等
の
研
究
開
発
能
力
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
開
発
し
、
そ
の
成
果
を
普
及
す
る
ほ
か
、
廃
棄
物
の
処
理
の
促

進
を
図
る
た
め
必
要
な
調
査
研
究
並
び
に
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
を
行
う
こ
と
。

七

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
集
団
施
設
地
区
の
区
域
で
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
同
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定

す
る
施
設
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
公
園
施
設
」
と
い
う
。
）
を
一
体
的
に
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
に
お
い
て
、
同
法
第
十
四
条
第
三
項
又
は
第
十
五
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
て
、
自
然
公
園
の
保
護
及
び
利
用
者
の
自
然
環
境
に
関
す
る
理
解
の
増
進
を
図
り
、
並
び
に
そ
の
他
自
然
公
園
の
健
全
な
利
用

に
資
す
る
た
め
に
設
置
す
る
こ
と
が
必
要
な
複
合
施
設
（
二
以
上
の
公
園
施
設
で
あ
つ
て
そ
の
組
合
せ
及
び
配
置
が
政
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
を
い
う

。
）
を
設
置
し
、
及
び
譲
渡
す
る
こ
と
。

八

公
害
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の
原
因
と
な
る
物
質
の
除
去
に
必
要
な
機
材
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

九

前
各
号
の
業
務
に
関
す
る
情
報
又
は
技
術
的
知
識
で
あ
つ
て
開
発
途
上
地
域
に
お
け
る
環
境
の
保
全
に
資
す
る
も
の
を
整
理
し
、
及
び
提
供
す
る
と
と
も
に
、
国



際
協
力
事
業
団
の
委
託
に
基
づ
き
、
開
発
途
上
地
域
か
ら
の
技
術
研
修
員
に
対
し
当
該
技
術
的
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
を
行
う
こ
と
。

十

環
境
の
保
全
を
通
じ
て
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
活
動
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
対
し
、
助

成
を
行
う
こ
と
。

イ

本
邦
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
民
間
団
体
（
民
間
の
発
意
に
基
づ
き
活
動
を
行
う
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
開
発
途
上
地
域
に
お
け
る
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
の
活
動
で
、
そ
の
開
発
途
上
地
域
の
現
地
に
お
い
て
事
業
を
実
施
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の

ロ

本
邦
以
外
の
地
域
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
民
間
団
体
に
よ
る
開
発
途
上
地
域
に
お
け
る
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
の
活
動
で
、
そ
の
開
発
途
上
地
域
の
現

地
に
お
い
て
事
業
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の

ハ

本
邦
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
民
間
団
体
に
よ
る
本
邦
内
に
お
い
て
そ
の
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
の
活
動
で
、
広
範
な
国
民
の
参
加
を
得
て
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の

十
一

前
号
に
規
定
す
る
活
動
の
振
興
に
必
要
な
調
査
研
究
、
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
並
び
に
研
修
を
行
う
こ
と
。

十
二

前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

事
業
団
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
同
項
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
委
託
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
同
項
第
一
号
か
ら

第
五
号
ま
で
又
は
第
七
号
の
業
務
と
し
て
行
う
工
事
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
工
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


